
令和７年度第１回旧東吉川小学校の利活用に係る 
地域との意見交換会次第 

 

                日 時 令和７年１１月１１日（火） 

                    １９時～ 

                会 場 吉川町公民館 ２階研修室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 市からの説明及び意見交換 

 

 

３ その他 

 

 

４ 次回開催について 

 

 

 

＜配付資料＞ 

・廃校施設の利活用に係る地域との意見交換会 参加者名簿 

・資料 過去の協議の経緯と用地整理の進捗について 

 

 



過去の協議の経緯と用地整理の進捗について

資料
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・築25年と新しく、建物としての
価値がまだ残っている。

（RC造りの法定耐用年数は47年）

・敷地内に借地が点在しており、土地
の権利が分かれている。

施設の特性

令和4年3月31日 廃校

旧東吉川小学校施設の概要
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〇令和4年3月9日 意見交換会
市から旧東吉川小学校の借地の状況と、市の土地との交換について説明。

〇令和4年10月22日 意見交換会
市から旧東吉川小学校の借地交換の進捗状況を報告。
あわせて地域案の検討について地域へ依頼した。

〇令和5年3月27日 意見交換会
地域から、区⻑協議会及びまちづくり協議会で地域での利活用について検討したが、
利活用案はなかったとの報告。
これを受けて、旧東吉川小学校の利活用についても、上吉川小学校や中吉川小学校
同様、⺠間に公募する⽅針とし、借地の整理に向けて取り組む事となった。

過去に開催した意見交換会での協議の経緯について

令和３年度

令和４年度
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借地の状況（整理着手前）

・⺠間所有の土地を第三者が使用する
ことになり、権利関係が複雑になる。

・⺠間事業者に貸与・売却する際、
土地所有者との交渉が必要となり、
円滑に事業者へ引き渡す事が難しい。

等

借地のまま活用することのリスク

利活用を進めるうえで、借地の整理が
不可欠。
敷地内の市有地と土地の交換を進め、
借地部分を集約することになった。

※⻩⾊箇所が借地

令和５年度〜7年度
・土地の交換等、借地の整理を進めた。
・校舎の底地部分について、現在も交
渉継続中。
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１．購入し、利活用する ２．利活用を断念し、校舎を解体の
うえ、借地を返還する

課題

①公募上の課題
土地を購入のうえ公募したとしても、
応募が無い可能性がある。
（土地の購入費が無駄になるリス
ク）

②財産購入上の課題
「市が直接公用（役所の業務）また
は公共用（住⺠サービス）で使用し
ない施設の底地を購入(※)」するこ
とについて、市⺠や市議会から理解
が得られない可能性がある。

※「普通財産の購入」と呼ばれ、一
般に行政が購入することは困難。

①費用面の課題
建物の解体に数億円を要することに
なり、財政的な負担が大きい。

②建物残存価値の観点からの課題
築25年とまだ新しく、法定耐用年数
の47年まで20年以上残っており、
残存価値のある建物を解体すること
になる。

校舎の底地部分について、用地交渉を継続中。
借地解消の⽅法として、現時点で以下のとおり2つの選択肢が考えられるが、それぞれに課題がある。
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